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第五節 予納による手数料及び特許料等の納付 

 

１．予納による手数料及び特許料等の納付とは 

特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願等の所定の手数料及び特許料等

（以下「手数料等」といいます。）の納付については、従来の各手続書面に特許印紙をはり付け

る方法に加え、予納制度を利用する方法によって行うことができます（特例法14、15)。 

この予納制度とは、納付すべき手数料等の額を、あらかじめ特許庁に納めておき、個々の手続

に際しての手数料等について、手続者の申出により特許庁長官が当該手数料等を予納額から引き

落とすという制度であり、手数料等の納付をする者は、オンライン、書面のいずれの手続によっ

ても利用することができるものです。 

手数料等の納付をする者の委任による代理をしようとする者が、その委任事務を処理するため

に自己の名においてする予納にあっても上記と同様に利用することができます(特例法16)。 

なお、納付する手数料等を予納するには、あらかじめ特許庁長官に予納届を提出することが必要

です(特例法14(1)、例施規36)。 

 

２．予納により納付することができる手数料等 

次の①から⑭の手数料等を納付しようとするときは、その手数料等を予納し、個別手続の際に

納付の申出をすることができます（特例法14(1))。 

①   出願手数料(特195(1-3)、実54(1、2)、意67(1、2)、商76(1、2)、国際出願法８(4）、12

（3）、18（2）) 

②  期間延長請求に係る手数料(特195(1)、実54(1)、意67(1)、商76(1)) 

③  出願人名義変更届に係る手数料(特195(1)、実54(1)、意67(1)、商76(1)) 

④  出願審査の請求に係る手数料(特195(2)) 

⑤  実用新案技術評価の請求に係る手数料(実54(2)) 

⑥  特許法、実用新案法、意匠法、商標法に規定する特許料・登録料の納付、割増特許料・割増

登録料の納付(特107(1)、特112(2)、実31(1)、旧実33(2)、意42(1)(2)、意44(2)、商

40(1)(2)、商41の２(1)(2)、商43(1)(2)(3)、商65の７(1)(2)) 

⑦  誤訳訂正書の提出による明細書又は図面の補正に係る手数料（特195(2)） 

⑧  秘密意匠の請求に係る手数料（意67(2)） 

⑨  国際出願の国内書面の提出に係る手数料（特195(2)、実54(2)) 

⑩  ファイル記録事項の証明の請求に係る手数料(特195(1)、実54(1)) 

⑪  磁気原簿記録事項の証明の請求に係る手数料(特195(1)、実54(1)) 

⑫  磁気原簿記録事項の交付の請求に係る手数料(特195(1)、実54(1)、意67(1)、商76(1)) 

⑬  ファイル記録事項・磁気原簿記録事項の請求人側端末における閲覧の請求に係る手数料(特

例法40(1)) 

⑭  ファイル記録事項の交付の請求に係る手数料（特例法40(1)) 
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３．予納届の提出 

予納届の作成要領は、次のとおりです。 

 

例施規様式第34（第36条関係） 

 

予     納     届 

（令和   年   月   日） 

特許庁長官      殿 

１ 届出者 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                  

（国 籍） 

２ 代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                  

〔備  考〕 

１  予納額の残高証明を必要とする者は、「２代理人」の欄の次に「３決算月」の欄を設けて決

算月を記載する。 

２  その他は、様式第１の備考１から３まで、５から８まで及び10から16まで並びに様式第８の

備考１から４までと同様とする。この場合において、様式第１の備考６中「請求人」とあるの

は「届出者」と、備考13中「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の

ときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は

○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。」とあるのは「及ばない」と読み

替えるものとする。 

 

４．予納台帳番号の通知 

予納届を提出したときは、特許庁の予納台帳に必要事項を記録し、その予納台帳番号を届出者

に通知します（例施規37(1)(2))。 

 

５．予納の方法 

 (1)現金納付による予納 
手数料等の額を振り込んだ「納付済証（特許庁提出用）」を別紙に貼付して添付した「予納

書」を特許庁長官に提出することにより行います(例施規38)。 
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予納書の作成要領は、次のとおりです。 

 

例施規様式第35（第38条関係） 

 

予     納     書 

（令和   年   月   日） 

特許庁長官      殿 

１  予納台帳番号 

２  予納者 

     識別番号 

     住所又は居所 

     氏名又は居所 

 

３  納付金額      金            円 

 

 ４  納付書番号 

 

 ５  添付書類の目録 

     納付済証      １通 

 

   

 

〔備  考〕 

１  事務規程別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙にはるものとする。 

２ その他は、様式第１の備考１から３まで、５、９及び12から17まで並びに様式第８の備考１か

ら３までと同様とする。この場合において、様式第１の備考13中「及ばない。また、代理人が弁

護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設

けて、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。」と

あるのは「及ばない」と読み替えるものとする。 

 

(2)インターネット出願ソフトを利用した予納（電子現金納付による予納） 

 電子現金納付制度を利用することにより行います。インターネット出願ソフト上にて、「現金

予納」を選択し、納付番号の取得後、インターネットバンキングに画面遷移し、そのまま振込ま

ですることができます（例施規41の9(2)で準用する同規則41の9(1))。 

 

 なお、インターネット出願ソフト上にて事前に納付番号を取得することで、入金手続と予納書

提出手続を分けて個別に処理することも可能です。個別に処理を行う場合の納付手続については

以下となります。 

 

①インターネット出願ソフトを利用して「納付番号」を取得します。 

（注）納付番号は取得した翌日から３０日を経過すると利用できなくなります。 
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②納付番号取得後、その納付番号によりインターネットバンキング又はＡＴＭを利用して手数 

料を振り込みます。 

③インターネット出願ソフトの「現金予納」機能から、予納台帳への入金を申請（予納書を提 

出）します。 

 

※電子現金納付制度の概要は、第六節「５．電子現金納付の概要」の項を参照してください。 

※ＡＴＭを利用した振込の場合は、Pay－easy（ペイジー）が利用できる専用ＡＴＭからのみと 

なります。 

※金融機関の窓口からの支払はできません。 

 

電子現金納付による予納手続の操作は、「電子出願ソフトサポートサイト」の「ユーザガイ

ド」をご参照ください。 

 

６．予納届の失効 

予納届をした者が、予納又は手数料等の納付の申出をしない期間が継続して４年に達したとき

は、当該予納届はその効力を失います（特例法14(3))。この場合、予納額に残余があれば予納者

に対して「予納届失効通知」及び「予納額の残余に相当する額の返還請求書」を送付します。 

 

７．予納届をした者の地位の承継 

(1)  予納届をした者が死亡したときは、その相続人（相続人が２人以上いるときは、協議によ

り定められた１人の相続人）は、当該予納届をした者の地位を承継します（例施令１(1))。 

(2)  予納届をした法人について合併があったとき(予納届をした法人が存続するときを除きま

す｡)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該予納届をした法人の地位

を承継します(例施令１(2))。 

(3)  予納届をした者の地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立

された法人は、その地位について特許庁長官に届け出なければ予納又は手数料等の納付の申出

をすることができません(例施令１(3))。 

(4)  予納届をした者の地位の承継の届出は「予納者の地位の承継届」を提出することにより行

います。この場合には、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が２人

以上いる場合においては、協議が成立したことを証明する書面を含みます。）を提出します

(例施規39(1)(2))。 

 

予納者の地位の承継届の作成要領は、次のとおりです。 

 

例施規様式第36（第39条関係） 
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予納者の地位の承継届 

（令和 年 月   日） 

特許庁長官   殿 

１ 予納台帳番号 

２ 承継人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

（代表者） 

（国 籍） 

３ 代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

４ 提出物件の目録 

[備 考] 

１  「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」、

法人の合併によるときは「登記事項証明書」とする。 

２  その他は、様式第１の備考１から17まで及び様式第６の備考１と同様とする。この場合におい

て、様式第１の備考６中「請求人」とあるのは「承継人」と、備考13中「及ばない。また、代理人

が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を

設けて、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。」と

あるのは「及ばない」と読み替えるものとする。 

※備考１に記載の「登記事項証明書」については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する

法律（平成１４年法律第１５１号）第１１条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用し

て、証明書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、

提出を要しません。詳細はｐ646 をご参照ください。 

８．予納額からの手数料等の納付の申出 

予納をした者が、手数料等の納付の申出をしたときは、予納額から手数料等の納付に充てられ

ます(特例法15(1))。 

手数料等の納付の申出は、各手続に係る様式の「【手数料の表示】」又は「【特許料の表

示】」若しくは「【登録料の表示】」の「【予納台帳番号】」の欄に予納台帳の番号を、「【納

付金額】」の欄に予納額から納付に充てる額(アラビア数字のみを用い、「円」、「，」等は付

しません。）を記載することにより行います（例施規40、例施規様式第９備考20等)。 

― 41 ―



- 42 - 

 

 

９．予納額から残余額の返還 

(1) 予納額から手数料等の納付に充てた額を控除して残余があるときは、その額の返還を請求す

ることができます(特例法15(3))。 

(2) 残余額の返還の請求は、特許庁長官から予納届の効力を失った旨の通知を受けた日から６月

を経過した後はすることができません（特例法15(4))。 

 

予納額の残余に相当する額の返還請求書の作成要領は、次のとおりです。 

 

（書式第１） 

 

予納額の残余に相当する額の返還請求書 

（令和  年   月   日） 

特許庁長官       殿 

１ 予納台帳番号 

２ 返還請求人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                     

（代表者） 

（電話番号） 

３ 返還請求金額（残余に相当する額）               円 

 

４ 返還金の振込先 

金融機関名          銀行（金庫）           支店 

口座番号（普通、当座）  

 

フリガナ 

口座名義人 

（５ 提出物件の目録 

（１）予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面    通） 

 

（注意） 

１  返還請求人の欄には、予納台帳に係る予納者を記載する。ただし、予納届をした者が死亡又

は予納届をした法人が合併により消滅した場合は、その地位を承継した承継人を返還請求人と

して記載する。 

２  返還請求金額（残余に相当する額）の欄には、予納額の残余に相当する額を記載する。 

３  口座名義人と返還請求人は同一人でなければならない。 

４  口座名義人の欄には、必ず、片仮名で振り仮名を付ける。 

５  予納届をした者の地位を承継した者が返還請求をする場合には、提出物件の目録の欄を設け
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て、添付する書面の書類名及び通数を記載し、地位の承継を証明する書面を添付する。 

 

10．予納届の取下げ 

予納届を自らの都合により取下げする場合は、特許庁に「予納届取下書」及び残余に相当する

額があるときは「予納額の残余に相当する額の返還請求書」を提出します。 

 

予納届取下書の作成要領は、次のとおりです。 

 

（書式第２） 

 

予納届取下書 

（令和  年   月   日） 

特許庁長官         殿 

１．予納台帳番号 

２．予納者 

識別番号 

郵便番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                      

（代表者） 

 

 

11．予納残高通知 

毎月、予納台帳に入金及び出金の記録（処理日；予納台帳への記録した日を基準）があるもの

については、翌月上旬に、月末の残高及び入金の記録（予納書）及び出金の記録（手続書類名、

事件の番号、手続書面の受付番号、金額等）を予納者（※ただし、インターネット出願ソフトを

利用可能な一部の者を除く）に送付します。※予納残高通知の作成日（月初めの開庁日）におい

て、電子証明書の残存期間が１ヶ月以上の者 

なお、インターネット出願ソフトを利用して、本人の予納台帳の記録（確認をする日から、

前月１日までの記録）を確認することができます。 

 

12．予納残高証明書の送付 

予納届において決算月の申出をしている場合には、予納残高証明書を年一回、申出の決算月の

翌々月の中旬に予納者に送付します。 

証明書は、決算月末日までの１年間に手続された書面（書面の受付日を基準）に係る手数料・

登録料について、残高証明書の出力前までに予納台帳から引き落とした後の残額を証明していま

す。 
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